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只
見
町
特
別
給
付
金 

の
お
知
ら
せ 

 

現
在
、「
只
見
町
特
別
給
付
金
」
の
申

請
を
受
付
中
で
す
。
受
給
権
者
の
方
は

郵
送
さ
れ
た
申
請
書
な
ど
に
目
を
通

し
、
受
付
期
限
ま
で
に
お
忘
れ
な
く
申

請
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
最
終
受
付
日
は
令
和
３
年
１

月
１９
日
（
火
）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

記
載
漏
れ
、
書
類
の
添
付
漏
れ
等
が
あ

り
ま
す
と
給
付
に
遅
れ
が
生
じ
ま
す
の

で
、
期
限
を
待
た
ず
に
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。 

○
問
合
せ
先 

総
務
課 

（
℡
８２
‐
５
２
１
０
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
只
見
町
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス 

対

策

本

部
〉  

令
和
２
年
度 

只
見
ふ
る
さ
と
の
雪
ま
つ
り 

の
中
止
に
つ
い
て 

令
和
３
年
２
月
１３
日
～
１４
日
に
開

催
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
「
只
見
ふ

る
さ
と
の
雪
ま
つ
り
」
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
が
続

い
て
い
る
状
況
を
鑑
み
、
中
止
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

例
年
ご
協
力
・
ご
来
場
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
皆
さ
ま
に
は
誠
に
申
し
訳
あ

○
雇
用
期
間 

令
和
３
年
４
月
１
日 

 
 

 

～
令
和
４
年
３
月
３１
日
の
間 

○
応
募
方
法 

 
 

受
験
申
込
書
、
履
歴
書
（
教
育
委

員
会
、
只
見
・
朝
日
・
明
和
振
興
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。）
を
教
育
委
員

会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
応
募
期
限 

 

１２
月
２５
日
（
金
）
午
後
５
時
必
着 

（
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。） 

○
採
用
考
査 

面
接
試
験 

○
採
用
考
査
の
日
時 

 

応
募
者
に
日
程
を
通
知
し
ま
す
。 

○
問
合
せ
先 

只
見
町
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

（
℡
８２
‐
５
３
２
０
） 

 
 

 
 

〈
教

育

委

員

会
〉  

定
例
教
育
委
員
会 

開
催
の
お
知
ら
せ 

１２
月
の
定
例
教
育
委
員
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。
会
議
は
公
開
と
な

り
ま
す
の
で
、
傍
聴
に
お
越
し
の
際
は

マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
と

き 

１２
月
１６
日
（
水
） 

午
後
１
時
３０
分
～
３
時 

○
と

こ

ろ 

町
下
庁
舎 

会
議
室
１ 

〈
教

育

委

員

会
〉 

  

り
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

な
お
、
町
内
を
対
象
と
し
た
「
ミ
ニ

雪
像
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
計
画
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
後
日
改
め
て
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。 

○
問
合
せ
先 

観
光
商
工
課 

（
℡
８２
‐
５
２
４
０
） 

〈
雪
ま
つ
り
実
行
委
員
会
〉 

〈
観

光

商

工

課
〉  

会
計
年
度
任
用
職
員 

の
募
集
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
、
只
見
町
会
計
年
度
任

用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。 

○
募
集
職
種 

・
寮 

長 

１
名 

・
寮 

母 

１
名 

・
副
寮
長 

１
名 

・
日
直
者 

１
名 

・
宿
直
者 

３
名 

・
調
理
員 

６
名 

○
勤

務

先 

奥
会
津
学
習
セ
ン
タ
ー 

 
 

○
業
務
内
容 

学
生
寮
の
運
営 

○
勤
務
時
間 

原
則 

７
時
間
３０
分
（
週
５
日
） 

※
職
種
に
よ
り
異
な
り
、
シ
フ
ト
制
勤

務
も
あ
り
ま
す
。 

○
給

与

等 

町
の
規
定
に
よ
る 

 
 

○
応
募
資
格 

特
に
な
し 

只見町無料職業紹介所求人情報 
詳しくは、只見町無料職業紹介所（℡８２‐５２４０）へお問合せください。 

求人者名 職 種 賃 金 所在地・就業場所 就業時間 加入 
保険等 

必要な 
免許資格 

特別養護老人 
ホーム 
あさくさホーム 

【正社員以外】 
介護員（臨時）  
雇用期間の定めあり 
4か月以上 

月額          
148,900～
181,100円 

只見町長浜字久保田 
11 
電話：84-7110 

交替制あり 
①8：00～17：00 
②7：00～16：00 
③12：00～21：00 
④21：00～翌 8：00（夜勤） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック 
限定可） 

グループホーム 
和の里 

【正社員】 
介護業務全般 

月給 
156,100～ 
192,900円 

只見町小林字七十苅 
622-1 
電話：86-2008 

交替制あり 
①7：00～16：00 
②9：00～18：00 
③11：00～20：00 
④16：00～翌 10：00（夜勤） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック 
限定可） 

(株)コスモメディ
カルサポート 
桜の丘みらい 

【正社員】 
介護業務全般 
送迎業務あり 

月給 
156,100～ 
192,900円 

只見町只見字原 
707-1 
電話：82-5006 

交替制あり 
①7：00～16：00 
②9：00～18：00 
③11：00～20：00 
④16：00～翌 10：00（夜勤） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック 
 限定可） 

【正社員以外】 
介護補助 

時給 
800～ 
851 円 

交替制あり 
8：00～18：00の間の 5時間
程度 
※勤務時間、日数は相談
に応じます。 

雇用 
労災 

特になし 

季の郷 湯ら里 

【正社員以外】 
レストラン・宴会などの 
接客サービス 

時給 
800 円～ 

只見町長浜字上平 50 
電話：84-2888 

交替制あり 
①10：00～14：00 
②17：00～21：00 
※中抜け勤務あり 
※宴会などの利用者の状況
により勤務時間が変更に
なる場合があります。 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック 
限定可） 

【パート】 
レストラン・宴会などの 
接客サービス 

交替制なし 
17：00～21：00 
※宴会などの利用者の状況
により勤務時間が変更に
なる場合があります。 

雇用 
労災 

【パート】 
調理業務全般 

交替制あり 
①9：00～13：00 
②10：00～13：00 
③17：00～20：00 

雇用 
※労働日
数により
加入 
労災 

【正社員以外】 
調理業務全般 

交替制なし 
①9：00～14：00 
②17：00～20：00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

(株) 
ニッコクトラスト 

【正社員以外】 
清掃作業 
4か月以上 

時給 
800 円～ 

南会津町和泉田字 
稲場 5510-1  
電話：72-8577 
就業場所： 
田子倉電力所 

交替制なし 
7：30～11：30 

雇用 
※労働日
数により
加入 
労災 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

只見町介護 
老人保健施設 
こぶし苑 

【正社員以外】 
介護員（臨時） 
雇用期間の定めあり 
4か月以上 

日額 
6,590～ 
8,550 円 

只見町長浜字唱平 31 
電話：84-2101 

交替制あり 
①7：00～16：00 
②9：00～18：00 
③10：00～19：00 
④17：30～翌 9：30 
※勤務時間等要相談 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

【正社員以外】 
看護員（臨時） 
看護員（パート） 
雇用期間の定めあり 
4か月以上 

日額 
7,040～ 
8,280 円 

時給 
880～ 
1,035 円 

交替制あり 
9:00～18:00 
※勤務時間等要相談 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

※パート
は労働日
数により
加入 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

看護師または 
准看護師免許 

特定非営利活
動法人  
ゆいネット只見 

【正社員以外】 
調理員（臨時） 
雇用期間の定めあり 
4 ヵ月以上 

日額 
就労時間
①,② 
7,200 円 

時給 
就労時間
③900 円 

只見町只見字原 705 
電話 82-3330 
就業場所： 
奥会津学習センター 

交替制あり 
①6：00～14：45 
②11：45～20：30 
③15：30～20：30 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

特になし 

〈観 光 商 工 課〉 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只見町無料職業紹介所求人情報 
詳しくは、只見町無料職業紹介所（℡８２‐５２４０）へお問合せください。 

求人者名 職 種 賃 金 所在地・就業場所 就業時間 加入 
保険等 

必要な 
免許資格 

特別養護老人
ホーム 
只見ホーム 

【正社員以外】 
介護員(臨時) 
雇用期間の定めあり 
4 か月以上 
令和 3 年 1 月～ 

日額 
6,590～ 
8,280 円 

只見町長浜字久保田
1 
電話：84-7550 

交替制あり 
①7:00～16:00 
②8:30～17:30 
③9:00～18:00 
④9:30～18:30 
⑤10:00～19:00 
⑥11:00～20:00 
⑦17:00～翌 10：00 
※夜勤について要相談 

雇用 

労災 

健康 

厚生 

普通自動車運転
免許一種 

（オートマチック
限定可） 

【正社員以外】 
臨時調理職員 
雇用期間の定めあり 
4 か月以上 
令和 3 年 3 月～ 

日額 
6,590～ 
8,280 円 

交替制あり 
①6:00～15:00 
②10:00～19:30 
③6:00～10:00 
④15:30～19:30 
※パート勤務可 

株式会社 
正家  

【正社員以外】 
浴室内の清掃 
4 か月以上  

時給 
1,000 円
～  

只見町只見字新屋敷
下 2508-8 
就業場所： 
ひとっぷろまち湯  

①9：00～11：00 
②20：30～22：30 
①もしくは② 

雇用 

労災 
特になし 

〈観 光 商 工 課〉 

 
 

建
設
発
生
土
の 

受
入
募
集
に
つ
い
て 

福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
が
発
注

す
る
河
川
工
事
等
に
お
け
る
建
設
発
生

土
の
受
入
希
望
者
を
公
募
し
ま
す
。 

○
期

間 

令
和
２
年
１２
月
初
旬
か
ら
令
和
３

年
１０
月
末
ま
で
。
た
だ
し
発
生
土
が

な
く
な
り
次
第
締
切
り
ま
す
。 

○
受
入
条
件 

・
受
入
先
が
只
見
町
内
で
あ
る
こ
と 

・
受
入
土
量
が
１
箇
所
あ
た
り
１
，
０

０
０
ｍ３
以
上 

・
大
型
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
（
１０
ｔ
車
）

の
土
砂
搬
入
が
で
き
る
場
所 

○
申
込
方
法 

南
会
津
建
設
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
申
請
書
を
入
手
し
、
郵
送
ま

た
は
メ
ー
ル
に
よ
り
企
画
調
査
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
運
搬
条
件 

県
の
実
施
範
囲
は
受
入
地
ま
で
の

運
搬
、
敷
均
し
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

受
入
地
の
整
備
に
必
要
な
擁
壁
、
盛

土
転
圧
等
は
受
入
者
の
対
応
と
な
り

ま
す
。 

○
問
合
せ
先 

福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所 

企
画
調
査
課 

（
℡
６２
‐
５
３
２
２
） 

〈
農

林

建

設

課
〉 

 

土
地
の
現
況
を 

変
更
さ
れ
た
方
へ 

土
地
の
現
況
を
変
更
さ
れ
た
方
は
、

翌
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
額
を
計
算

す
る
た
め
に
土
地
評
価
額
を
変
更
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
民
生
活
課

税
務
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
農
地
に
か
か
る
現
況
の
変
更

は
農
業
委
員
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

○
問
合
せ
先 

町
民
生
活
課
税
務
係 

（
℡
８２
‐
５
１
１
０
） 

〈
町

民

生

活

課
〉 

 

建
物
を
新
築
、
増
築
、 

滅
失
さ
れ
た
方
へ 

建
物
を
新
築
又
は
増
築
を
し
た
と
き

は
翌
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
額
を
計

算
す
る
た
め
に
、
家
屋
の
調
査
を
実
施

し
評
価
額
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
町
で
は
、
年
間
を
通
し
て
家
屋

評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。
新
・
増
築
さ

れ
た
方
で
、
ま
だ
評
価
の
済
ん
で
い
な

い
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら
町
民
生
活
課

税
務
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
新
・
増
築
、
老
朽
化
な
ど
の

理
由
で
建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合
は

「
家
屋
滅
失
届
」
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
こ
の
届
け
出
に
よ
り
、
翌
年

度
か
ら
対
象
家
屋
は
課
税
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。
届
け
出
が
な
い
と
、
引
き
続 

  

 みんなの伝言板 
◆ケガや病気による障害でお悩みの方へ 「障害年金無料相談会」開催のお知らせ 
 「障害年金」とは、２０歳以上６５歳未満（原則）の方で一定の年金保険料納付の基準を満た

し、ケガや病気による障害で「日常生活に支障がある」「就労に制限がある」など所定の障害状

態になった場合に支給される公的年金です。精神疾患も対象となり、癌や糖尿病などをはじめ、

ほとんどの病気が対象となります。 

 相談会は個別相談となります。おひとり様３０分程度で３名様限定といたします。 

○と き 令和３年１月１６日（土）１３：００～１５：００ 

○と こ ろ 只見振興センター 学習室 

○そ の 他 当日はコロナ対策のためマスクの着用をお願いいたします。 

○応募方法 下記の問合せ先にお電話ください。※先着順となります。 

○問合せ先 吉津社会保険労務士事務所（℡７２‐８２８８ ／ ℡０９０‐２１６３‐５４９８） 

◆深沢温泉むら湯 臨時休業のお知らせ 
機械設備修繕の為、深沢温泉むら湯を臨時休業とさせていただきます。なお、季の郷湯ら里は

通常どおり営業いたしますのでご利用ください。 

○休業期間 1２月１５日（火）～１７日（木） 

○問合せ先 季の郷湯ら里（℡８４‐２８８８） 

◆「雪んこタクシー」年末年始の運休について 
年末年始は、次のとおり運休となりますのでご了承願います。 

○運休期間 １２月２９日（火）～１月３日（日） 

※定期路線ワゴン自然首都・只見号については、1月 1日（金）のみ運休となります。 

◆「多重債務相談窓口」のご案内 
 財務省福島財務事務所では、借金を抱えお悩みの方々からの相談に応じています。秘密厳守・

相談無料です。お気軽にご相談ください。 

○相談窓口 財務省福島財務事務所 理財課（℡０２４‐５３３‐００６４） 

○受付時間 平日 ８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０ 

 

き
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
届
け
出
用
紙
は
町

民
生
活
課
税
務
係
及
び
朝
日
、
明
和
振

興
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。 

〈
町

民

生

活

課
〉 

 

町
税
の
滞
納
整
理 

に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

１２
月
は
町
税
等
の
滞
納
整
理
強
化
月

間
で
す
。 

近
年
の
納
税
状
況
は
、
納
税
意
識
の

向
上
と
納
税
貯
蓄
組
合
の
努
力
に
よ
り

改
善
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
一
部
の

納
税
者
に
滞
納
が
見
ら
れ
ま
す
。 

税
金
は
町
の
財
政
の
根
幹
と
な
る
重

要
な
も
の
で
す
。
納
税
は
国
民
の
義
務

で
あ
り
、
税
金
は
「
取
ら
れ
る
も
の
」

で
は
な
く
「
自
主
的
に
納
め
る
も
の
」

と
い
う
理
解
に
た
っ
て
、
納
期
内
納
税

に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

町
で
は
、
１２
月
を
滞
納
整
理
強
化
月

間
と
定
め
、
納
税
相
談
の
強
化
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

〈
町

民

生

活

課
〉 

 

つ
る
細
工
講
座 

受
講
生
を
募
集
し
ま
す 

 

次
の
日
程
で
つ
る
細
工
講
座
を
開
催

し
ま
す
。
お
誘
い
合
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ 

  

 

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

○
と

き 

※
毎
週
水
曜 

全
９
回 

１
月
１３
日
（
水
）
～
３
月
１０
日
（
水
） 

 

午
前
９
時
～
午
後
３
時
ま
で 

○
と

こ

ろ 

朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 

○
講

 

師 

小
沼
仲
子
さ
ん
（
黒
谷
） 

○
参

加

費 

１
，
０
０
０
円 

 

※
材
料
を
購
入
す
る
場
合
は
、
別
途
材

料
費
が
か
か
り
ま
す
。 

○
定

 

員 

５
名
程
度 

○
申
込
期
限 

１２
月
２８
日
（
月
） 

○
申
込
・
問
合
せ
先 

 

朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 

（
℡
８４
‐
２
１
１
１
） 

〈
朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー
〉 

 

朝
日
診
療
所
よ
り 

 
 

歯
科
休
診
に
つ
い
て 

都
合
に
よ
り
次
の
日
は
、
歯
科
診
療

を
休
診
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
了

承
く
だ
さ
い
。 

○
と

き 
 

１２
月
１７
日
（
木
）、
２８
日
（
月
） 

〈
朝

日

診

療

所
〉 

 



 

ブナりん

 

  

アカショウちゃん イワっぺ 

    

町営住宅の入居者募集 
町営住宅の入居者を募集します。 

○募集する団地名・構造 

団地名 構 造 住 所 

福井団地１号棟２号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約６７㎡ 
福井字前田表３３３ 

福井団地１号棟４号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約６７㎡ 
福井字前田表３３３ 

福井団地２号棟１号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約７１㎡ 
福井字前田表３１０ 

礼堂団地２号棟７号室 
木造２階建 

約７１㎡ 
大倉字礼堂１１５２‐１ 

大倉団地３号棟４号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約７１㎡ 
大倉字広田面１４８９‐４ 

大倉団地４号棟６号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約７１㎡ 
大倉字広田面１４８９‐３ 

九々生団地６号室 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建 

約６７㎡ 
二軒在家字九々生９１６‐１ 

○申込期間 

１２月２１日（月）正午まで町民生活課必着 

○入居資格 

①世帯所得が月額１５万８千円以下（※給与年収：２９６万８千円以下）である者 

②現に住居に困窮していることが明らかな者 

③暴力団員でない者 

④町税等に滞納がない者 

○申込み用紙及び申し込み時に必要な書類などの説明資料は、役場町民生活課及び朝日・明

和振興センターにあります。 

○応募多数の場合は抽選により入居者の選考を行います。 

○当該団地の事前見学を希望する場合や、詳しい内容については町民生活課（℡８２‐５１

００）までご連絡ください。 

〈町 民 生 活 課〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ ２ ６ ５ ‐ ２ 号 

令和２年１２月１１日 

発 行 ：只 見 町 

編 集 ：地 域 創 生 課 

   広 報 広 聴 係 

https://www.town.tadami.lg.jp/  

E-mail koho@town.tadami.lg.jp  

令
和
３
・４
年
度 

只
見
町
入
札
参
加 

資
格
申
請
に
つ
い
て 

 

只
見
町
（
役
場
関
係
機
関
等
）
が
物

品
を
購
入
ま
た
は
工
事
等
を
依
頼
す
る

場
合
は
、
只
見
町
財
務
規
則
に
基
づ
き

競
争
見
積
（
入
札
）
に
よ
っ
て
決
定
し

ま
す
。 

 

そ
の
た
め
、
見
積
及
び
入
札
に
参
加

す
る
た
め
に
は
、「
競
争
入
札
参
加
資
格

申
請
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。（
申
請
が
な
い
場
合
は
、
見
積
・
入

札
時
に
指
名
さ
れ
ま
せ
ん
。） 

 

参
加
資
格
希
望
者
は
次
に
よ
り
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
過
去
に
申
請
さ
れ
た

業
者
に
つ
い
て
も
資
格
の
更
新
が
必
要

で
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
申
請
期
間 

 

令
和
３
年
１
月
１３
日
（
水
） 

～
２
月
２６
日
（
金
） 

○
申
請
用
紙 

 
 

役
場
又
は
各
振
興
セ
ン
タ
ー
に
あ

り
ま
す
。
只
見
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

○
提
出
書
類 

申
請
書
及
び
添
付
書
類
一
式 

※
詳
し
い
内
容
は
、
問
合
せ
先
に
ご
連

絡
い
た
だ
く
か
、
只
見
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

・
国
又
は
他
の
団
体
か
ら
同
種
類
の
奨

学
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
な
い
こ
と 

○
貸
与
額 
月
額
１０
万
円
以
内 

○
奨
学
金
の
返
還
及
び
免
除 

奨
学
資
金
貸
与
条
例
に
よ
り 

原
則
と
し
て
貸
与
期
間
満
了
の
１

年
後
か
ら
１０
年
以
内
に
返
還
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
資
格

取
得
し
そ
の
職
種
で
只
見
町
の
任
期

の
定
め
の
な
い
職
員
と
し
て
就
職
し

た
時
は
、
返
還
期
間
中
の
従
事
期
間

に
応
じ
た
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。（
町

職
員
と
し
て
就
職
す
る
ま
で
に
納
期

の
到
来
し
た
返
還
額
と
返
還
済
額
は

免
除
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。） 

○
申
し
込
み
手
続
き 

奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
に
住
民
票

抄
本
（
申
請
者
と
保
護
者
）、
履
歴
書
、

健
康
診
断
書
、
在
学
中
の
学
校
か
ら

の
推
薦
書
、
養
成
施
設
の
在
学
証
明

書
（
進
学
予
定
は
合
格
通
知
書
写
し
）

を
添
え
て
保
健
福
祉
課
保
健
係
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。 

申
請
書
な
ど
は
問
い
合
せ
の
あ
っ

た
方
に
直
接
送
付
し
ま
す
。 

○
募
集
期
間 

 

令
和
３
年
２
月
１２
日
（
金
） 

○
問
合
せ
先 

保
健
福
祉
課
保
健
係 

（
℡
８４
‐
７
０
０
５
） 

〈
保 

健 

福 

祉 

課
〉 

 

○
提
出
先
・
問
合
せ
先 

【
物
品
購
入
等
】 

総
務
課
財
政
係 

（
℡
８２
‐
5
２
１
０
） 

【
建
設
工
事
・
測
量
等
】 

 

農
林
建
設
課
建
設
係 

 

（
℡
８２
‐
5
２
７
０
） 

〈
総

務

課
〉 

〈
農

林

建

設

課
〉  

保
健
師
等
を
目
指
す 

奨
学
生
を
募
集
し
ま
す 

町
で
は
、
次
の
職
種
を
目
指
す
方
で
、

将
来
只
見
町
職
員
と
し
て
そ
の
業
務
に

従
事
し
よ
う
と
す
る
方
に
対
し
奨
学
資

金
を
貸
与
し
ま
す
。 

○
対
象
と
な
る
職
種 

 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
放
射

線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士 

○
対
象
と
な
る
条
件 

・
法
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
対
象
と
な

る
職
種
の
養
成
施
設
に
在
学
又
は
在

所
し
て
い
る
（
予
定
含
む
）
こ
と 

・
養
成
施
設
に
合
格
時
点
を
含
め
入
学

以
前
に
６
か
月
以
上
引
き
続
き
只
見

町
に
住
所
又
は
本
籍
を
有
す
る
こ
と 

・
申
請
す
る
者
の
保
護
者
が
只
見
町
に

住
所
を
有
す
る
こ
と 

‐ 今 週 の 放 送 ‐ 

１２月１７日（木） テレビュー福島 げっきんチェック 

「只見町・こだわりの職人から、こだわりの食探訪」 9:55～10:45 

           只見こだわりの食及びその職人が紹介されます。 

‐ 今 週 の 行 事 ‐ 

１２月１６日（水） おたっしゃ教室 （原 集 会 施 設） 10:00～11:30 

１７日（木） おたっしゃ教室 （坂田生活改善センター） 10:00～11:30 

１８日（金） おたっしゃ教室 （叶 津 集 会 施 設） 10:00～11:30 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症の影響により、 
 次の要件を満たす方は、保険税（料）が減免となります。 
 ※令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの納期限の保険 
    税（料）が対象です。(減免申請期限は令和３年３月３１日です。) 

【保険税（料）の減免の対象となる方】 
①新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の 
    主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 
               ⇒ 保険税（料）を全額免除 
②新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する 
    世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる方 
                                                       ⇒ 保険税（料）の一部を減額 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ ○国民健康保険     ○後期高齢者医療 
          只見町 町民生活課 税務係   只見町 保健福祉課 保健係 

           電話：0241-82-5110          電話：0241-84-7005 

※保険税（料）が一部減額される具体的な要件 
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について 
（１）事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、前年に比べて 
   １０分の３以上減少する見込みであること 
（２）前年の所得の合計額が１,０００万円以下であること 
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以 
   下であること 

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。 

  の減免について  

  
  

  

 

世帯の主たる生計維持者の前年の 
合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ） 
 

300万円以下の場合 ：全部(10分の10) 
400万円以下の場合 ：１０分の８ 
550万円以下の場合 ：１０分の６ 
750万円以下の場合 ：１０分の４ 
1,000万円以下の場合：１０分の２ 

減免対象の保険税（料）額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 
 

Ａ：通常に算定した保険税（料）額 
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少す 
  ることが見込まれる収入に係る前 
  年の所得額 
Ｃ：生計維持者及び世帯の被保険者全 
  員の前年の合計所得金額 

○保険税（料）の減免額は、減免対象保険税（料）額（Ａ×Ｂ／Ｃ）に  
 減免割合（Ｄ）をかけた金額です。 

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の 
 場合には、前年の合計所得金額にかかわら 
 ず、対象保険税（料）の全部を免除。 

国 民 健 康 保 険 税 
後期高齢者医療保険料 

※申請用紙は、各お問い合わせ先及び朝日・明和振興センター又は 
 只見町ホームページに掲載しております。 

※同一世帯に国保と後期高齢の被保険者が 
 いる場合は、別々に計算します。 

※主たる生計維持者とは、原則は世帯主に
なりますが、その世帯の中で最も収入額が
多い世帯員となることがあります。 



新型コロナウイルス感染症の影響により、 
 次の要件を満たす第一号被保険者の方は、保険料が減免と 
 なります。 
 ※令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの納期限の保険 
  料が対象です。(減免申請期限は令和３年３月３１日です。) 

【保険料の減免の対象となる方】 
①新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の 
    主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 
               ⇒ 保険料を全額免除 
②新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する 
    世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる方 
                                                       ⇒ 保険料の一部を減額 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ 只見町 保健福祉課 福祉係 

         電話：0241-84-7010 

※保険料が一部減額される具体的な要件 
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について 
（１）事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが、前年に比べて 
   １０分の３以上減少する見込みであること 
（２）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以 
   下であること 

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。 

  介 護 保 険 料 の 減 免 に つ い て  

  
  

  

 

世帯の主たる生計維持者の前年の 
合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ） 
 

200万円以下の場合 ：全部(10分の10) 
200万円を超えるとき：１０分の８ 
 

減免対象の保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ） 
 

Ａ：通常に算定した保険料額 
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少す 
  ることが見込まれる収入に係る前 
  年の所得額 
Ｃ：世帯の主たる生計維持者の前年の 
  合計所得金額 

 ○保険料の減免額は、減免対象保険料（Ａ×Ｂ／Ｃ）に  
  減免割合（Ｄ）をかけた金額です。  

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の 
 場合には、前年の合計所得金額にかかわら 
 ず、対象保険料の全部を免除。 

※申請用紙は、各お問い合わせ先及び朝日・明和振興センター又は 
 只見町ホームページに掲載しております。 


